
 
 

 

長崎大学高度安全実験（ＢＳＬ－４）施設に関する有識者会議要項 

 

（設置） 

第１条 長崎大学（以下「本学」という。）に，高度安全実験（ＢＳＬ－４）施設（以下「ＢＳＬ

－４施設」という。）を設置する場合における様々な情報収集と課題の解決に向けた多様な見地

からの検討を行うため，長崎大学高度安全実験（ＢＳＬ－４）施設に関する有識者会議（以下

「有識者会議」という。）を置く。 

（検討事項） 

第２条 有識者会議は，次に掲げる事項について検討する。 

(1) ＢＳＬ－４施設の研究内容に関する課題 

(2) ＢＳＬ－４施設の必要性，安全性及び設置場所に関する課題 

(3) ＢＳＬ－４施設の運営体制及び情報公開に関する課題 

（組織） 

第３条 有識者会議は，前条に掲げる事項に関する専門家及び有識者をもって組織する。 

２ 構成員は，学長が委嘱する。 

（議長） 

第４条 有識者会議に議長を置き，前条第１項の構成員の互選により選出する。 

２ 議長は，有識者会議を招集し，その議長となる。 

３ 議長に事故があるときは，あらかじめ議長の指名する構成員がその職務を代行する。 

（会議） 

第５条 有識者会議は，非公開とすることができる。 

２ 有識者会議が非公開とされた場合，議長は，有識者会議終了後に議事の概要を公表するもの

とする。 

（意見の聴取） 

第６条 議長が必要と認めたときは，有識者会議に構成員以外の者を出席させ，意見を聴取する

ことができる。 

（事務） 

第７条 有識者会議の事務は，研究国際部熱帯医学研究支援課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要項に定めるもののほか，有識者会議の運営等に関し必要な事項は，別に定めるこ

とができる。 

附 則 

 この要項は，平成２６年１１月４日から施行する。 
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